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１. 策定の趣旨
第６次となる総合計画を策定するにあたり、これまで、本町は変化の激しい社会・経

済情勢に対応するべく、第５次総合計画（平成 18 ～ 27 年度）に基づき、計画的な行政
運営に努めてきました。

しかし、人口の急減や超高齢化など、地方を取り巻く情勢はこれまで経験したことの
ない事態を招くことが予想されています。

第６次多度津町総合計画（以下「本計画」という。）は、我が国における社会経済情勢
を捉えつつ、この大きな変革の時代にある中で、町民が幸せに満ちた生活を送ることが
できるよう、本町が今後も持続可能な町運営ができ、有効な施策・事業を展開していく
ことを念頭に、町民をはじめ、まちづくり委員、まちづくり座談会、総合計画審議会等、様々
な関係者からご意見をいただきながら策定しました。

本計画は、町の最上位計画として位置付け、基本構想を 8 年間とし、政策の方向性を
明らかにし、基本計画（前期４年・後期４年）を定め、町はこの計画に沿って行政運営
していくこととします。

町 長 挨 拶
このたび、平成 35 年度を目標とし、これからの 8 年間を

見据え、多度津町の未来に向けた行動指針となる、第 6 次多
度津町総合計画を策定いたしました。

第 5 次総合計画策定時から社会経済情勢は大きく変化し、
また、人口減少社会への移行が確実となり、人々の価値観や
ライフスタイルが一層多様化する中において、地方が主役と
なる地方新時代にふさわしい自治体として、まちを良くして
いくために必要な優先的事業を選択し、集中することを主眼
としました。

このため、第 6 次多度津町総合計画は、過去の総合計画と
は違った構成になっております。

各構想や方針を理念的に示すだけでなく、前後期 4 年間の実行計画を明示し、すべて
の事業について 2 年ごとに見直すことにより、“何を” “どう” 実施するのかを具体的に示
し、実行することではじめて意味を持つ計画とし、町民の皆様がいきいきと輝き、安心
して暮らすことができるまちづくりを進めてまいります。

町内各方面でご活躍の皆様方に、さまざまな形で計画策定に参画していただき、多く
のご意見を伺うことができました。ご指導、ご協力に感謝申し上げます。また、本計画
の実現に向けては、町民皆様と行政の協働による着実な推進が重要と考えております。
皆様方のご理解とご協力を心よりお願い申し上げます。

結びに、本計画策定にあたりご尽力をいただきました総合計画審議会委員をはじめ、
まちづくり委員会、関係各位、並びに町民の皆様に心から厚くお礼申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  平成 28 年４月
多度津町長　丸 尾 幸 雄



２. 策定の基本的視点
（１）町民の満足度向上

町の最上位計画である本計画は、「町民のための」計画であるという視点を根本に据え、町民満足度を
高めていくためにはどうするべきかということを、すべての分野と連携しながら策定しています。

（２）町民との協働によるまちづくり
町民のための計画であると同時に、「町民によるまちづくり」の主体性を支援していくという視点で、

各分野の施策・事業を検討して策定しています。

（３）持続可能な町の経営
厳しい財政状況や人口減少・少子高齢化社会などを踏まえ、持続的・発展的に町政運営を行うため、計

画の進捗管理を行う仕組みを検討・構築します。

３. 総合計画の構成と期間

基本構想（８年間） 

前期基本計画（４年間） 後期基本計画（４年間） 

重点取組 重点取組 重点取組 重点取組 

２年間 ２年間 ２年間 ２年間
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評価・検証（PDCA サイクル）

配布 1,000 票・回収率 41.9％
４. 町民ニーズ ( アンケート調査結果 )

まちへの愛着度と定住意向をみると、ほぼ同じような割合を示しており、肯定的な意見は７割前後、否定
的な意見は５～９％となっています。
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満足度上位下位３位ランキング
上位第1位 安全で安定した水道水の供給
上位第2位 消防・救急・防災体制の整備
上位第3位 環境衛生の充実
下位第1位 観光資源の創造・観光客誘致の推進
下位第2位 合理的な都市計画の推進
下位第3位 雇用・勤労者対策の充実

重要度上位5位ランキング
第1位 安全で安定した水道水の供給
第2位 保健・医療の充実
第3位 消防・救急・防災体制の整備
第4位 社会保障制度の適切な運営
第5位 児童福祉・子育て支援の充実



５.まちづくりの基本理念

６.将来像

多度津町は、「津」という地名に象徴されるように、古くから交通の要衝として、他地域と交
流しながら、発展してきたまちです。
私たちの生活の舞台である「たどつ」。先人たちが進取の精神で知恵を絞り汗をかき、自然と

歴史の糸を紡ぎあげてきた地域です。
今、「たどつ」においても、少子高齢化の波が押し寄せ、価値観が多様化し、暮らしの個別化・

孤立化が進んでいるように思われます。それに伴い家庭や地域において人間関係の希薄化が散見
できます。ひとの動きの流動化により地域のもつ価値が見失われつつあり、今こそ、「たどつ」
の地域の価値を再発見し、そこから学び、新たに地域の価値を再構築する時代が到来していると
言えるのではないでしょうか。
そこで、ひと・くらし・歴史に着目し、共生という視点から「たどつ」の地域の価値をとらえ

直し、住んでよい、訪れてよい、歴史・文化の薫る心豊かなまちを将来像として描きたいと考え
ました。共生の視点は、家庭、地域、企業、行政の一体感、異世代間の相互理解につながり、地
域の価値を高める力となります。
ともに地域を知り、ともに歩むことで、「たどつ」に対しての誇りと愛着が生まれ、そのことが、

きっとまちづくりの原動力になります。

ひと・くらし・歴史が共生するまち　たどつひと・くらし・歴史が共生するまち　たどつ

町民と ともに歩み ともに作る 参画・協働のまちづくり

生活者視点の
暮らしやすい
まちづくり

安全・安心で
美しい

まちづくり

活気にあふれた
魅力的な

まちづくり



●町民の健康づくりと食育の推進
●離島の医療体制の充実
●切れ目のない子育て支援
●公民館・図書館を中心とした生涯学習の推進
●子育て家庭への支援の充実
●制度改正に伴う障害者施策のサービス充実
●計画的な介護保険事業、高齢者福祉事業の展開
●ごみの再資源化と減量化の推進

こんなことに
　　　取り組みます！
　　　　　　　（一部抜粋）

こんなことに
　　　取り組みます！
　　　　　　　（一部抜粋）

基本政策１ 生活者視点の暮らしやすいまちづくり生活者視点の暮らしやすいまちづくり生活者視点の暮らしやすいまちづくり生活者視点の暮らしやすいまちづくり

政　策 施　策

１　健やかに暮らせる環境づくり １　保健・医療の充実
２　社会保障制度の適切な運営
１　生涯学習の推進
２　スポーツの振興
１　児童福祉・子育て支援の充実

３　高齢者福祉の充実
１　環境衛生の充実

１　地域で支え合う福祉の推進
２　障害者福祉の充実

２　生涯学習社会の形成

４　誰もがいきいきと暮らせる環境づくり

５　環境に配慮した循環型社会の形成

３　子育てをしやすい環境づくり



こんなことに
　　　取り組みます！
　　　　　　　（一部抜粋）

こんなことに
　　　取り組みます！
　　　　　　　（一部抜粋）

基本政策２ 安心・安全で美しいまちづくり安心・安全で美しいまちづくり安心・安全で美しいまちづくり安心・安全で美しいまちづくり

●安全で安心な水の供給の継続と健全な水道事業運営
●下水道施設の老朽化対策と合併処理浄化槽の普及促進
●住民やボランティアと一体となった、公園・緑地・水辺の適正な維持
　管理
●地球温暖化対策と新エネルギー対策の推進
●新しい消防庁舎のもと、消防体制の強化
●計画的な救急救命士の養成・再教育の実施
●交通安全の意識啓発普及、交通安全施設の整備点検の実施
●都市機能の近接化による、歩いて暮らせる集約型まちづくりの実現
●全町における立地適正化計画策定による、「多度津町都市計画マスター
　プラン」の見直し
●空き家、老朽化住宅への対策支援
●道路・橋梁のメンテナンス及び整備推進

政　策 施　策
６　水を大切にするまちづくり　 １　安全で安定した水道水の供給

１　公園・緑地・水辺の整備
２　下水道・排水処理施設の整備
３　地球温暖化対策
１　消防・救急体制の充実

１　合理的な都市計画の推進

２　防災体制の整備
３　交通安全・防犯対策の充実
４　消費者対策の充実

３　道路・交通ネットワークの整備
２　空き家対策を含む居住環境の整備

８　安心して暮らせる環境の整備

９　快適な都市空間の形成

７　自然と調和した生活環境づくり



こんなことに
　　　取り組みます！
　　　　　　　（一部抜粋）

こんなことに
　　　取り組みます！
　　　　　　　（一部抜粋）

基本政策３ 活気にあふれた魅力的なまちづくり活気にあふれた魅力的なまちづくり活気にあふれた魅力的なまちづくり活気にあふれた魅力的なまちづくり

●農地の集積化・活用促進
●農業の担い手対策の推進
●６次産業化や地産地消の推進
●種苗放流や養殖等への支援
●商店街等の空き店舗活用や新商品の開発、拠点づくり、イベントの開催等
●観光資源の開拓と有効活用
●将来を見据えた教育のあり方を協議
●コミュニティ活動の推進
●様々な人権問題の解決に向けた啓発活動
●事業の優先順位を明確にした計画的事業の実施及び財政健全化の推進
●人口減少解決に向けた、各課連携した取り組みによる総合戦略の推進

政　策 施　策

10　産業の振興・経済の活性化　
２　水産業の振興
１　農業の振興

３　商工業の振興
４　雇用・勤労者対策の充実
１　観光資源の創造と観光客誘致の推進

１　交流活動の展開と国際化への対応

１　学校教育の充実
２　青少年の健全育成
１　文化芸術活動の推進と文化財の活用

２　協働のまちづくりの推進
１　コミュニティ（地域社会）の育成

２　男女共同参画の推進
１　人権啓発の推進

２　広域行政の推進
１　行財政改革の推進

12　豊かな心を育てる教育の充実

13　地域に根差した文化芸術の創造と振興
14　多様な交流の促進

15　コミュニティを軸とした協働のまちづくり

16　多様性を認め、人権を尊重する社会の確立

17　時代の要請に対応した行財政運営

11　魅力あふれる観光の振興



基本理念 町民と　ともに歩み　ともに作る　参画・協働のまちづくり

将来像 ひと・くらし・歴史が共生するまち　たどつ

基本政策１ 基本政策2 基本政策3
生活者視点の暮らし
やすいまちづくり

活気にあふれた魅力
的なまちづくり

第６次多度津町総合計画 (平成 28～ 35年度 )

たどつの輝き創生総合戦略 (平成 27～ 31年度 )

基本目標1

たどつに
来てもらう

基本目標2

たどつの未来に
向けて取り組む

基本目標3

たどつで
安心して暮らす

基本目標4

たどつを
強くする

基本目標5

総合戦略を
推進する

安心・安全で美しい
まちづくり

整合を
取りなが
ら推進

総合計画と総合戦略の相関図

＊人口対策として、子育て支援等を軸とした人口の社会増減をプラスに転換するための
取り組みや、自然減を抑制するための取り組みを施策として推進するための戦略

主要課題の施策展開
すべての住民が安心して快適な暮らしを育めるようにするためには、各政策を一つひとつ着実

に、一層効果的、効率的に推進していくことが必要です。この方向をめざし、様々な視点から見
れば、どの政策も必要不可欠であり、全てが主要な政策ということになります。

この基礎となる政策の下に、個々に推進するべき個別計画があり、その中で、予算・行政評価
が有機的に連携し、実効性の高い計画とすることにより、取り組むべき基本事業の方向性が示さ
れ、「集中と選択」の観点から、さらに、それぞれの事業の中から “主要課題” が見えてきます。

また、少子化・高齢化による人口減少と、それに伴う地域活性化の衰退の情勢に対応するため
の解決に向けた取り組みとして、児童福祉・子育て支援等を軸とした人口減少対策を図る総合戦
略の推進等、長期的な視野を持った取り組みが必要な課題も掲げています。

政策の垣根を越え、バラバラに動くのではなく、必要に応じてつながることで、戦略的・横断
的に複数の施策から関連付け事業を抽出し、有機的に結合した課題を実行していくことにより、
相乗効果を生み、総合性を確保し、結果として町民の皆さんの満足度につながるよう “主要課題”
の施策展開を図り計画を進めていくこととします。

発　行：平成 28 年４月
編　集：多度津町政策企画課
　　　　香川県仲多度郡多度津町栄町一丁目 1 番 91 号 
　　　　TEL：（0877）33-1116　　FAX：（0877）33-2550
　　　　https://www.town.tadotsu.kagawa.jp/
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